
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
は
、
こ
の
数

年
で
歴
史
的
と
も
言
え
る
変
化

が
起
こ
っ
て
い
る
。
男
女
の
賃
金
格
差

を
企
業
に
公
開
さ
せ
る
法
整
備
、
性
暴

力
根
絶
に
向
け
た
刑
法
の
改
正
、
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
の
あ
る
自
治
体
は

人
口
の
７
割
に
達
し
た
。
同
性
婚
、
夫

婦
別
姓
を
求
め
る
運
動
も
大
き
く
広
が

っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
日
本
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ

ッ
プ
指
数
は
１
４
６
か
国
中
１
２
５
位

と
低
く
、
そ
の
大
き
な
要
因
と
し
て
経

済
分
野
で
の
遅
れ
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
１
億
円
と
も
言
わ
れ
る
男
女
の
賃

金
格
差
が
Ｄ
Ｖ
や
女
性
の
貧
困
の
土
台

と
も
な
っ
て
い
る
。
町
が
女
性
の
経
済

的
自
立
に
向
け
て
ど
う
取
り
組
む
か
、

以
下
伺
う
。

⑴
不
安
定
で
低
賃
金
の
雇
用
で
あ
る
会

計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
８
割
以
上
が

女
性
で
あ
る
。

①
正
職
員
と
の
年
収
の
差
は
。

②
パ
ー
ト
と
フ
ル
タ
イ
ム
の
処
遇
格

差
是
正
、
勤
勉
手
当
の
支
給
な
ど
、

処
遇
改
善
を
。

⑵
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
28
・
１
％
し
か

養
育
費
を
受
け
取
れ
て
い
な
い
。
養
育

費
が
確
実
に
支
払
わ
れ
る
支
援
を
検
討

す
る
考
え
は
。

⑶
単
身
女
性
の
貧
困
率
な
ど
の
実
態
調

査
を
行
い
、
女
性
が
ア
ク
セ
ス
し
や
す

い
相
談
機
関
の
設
置
な
ど
支
援
を
検
討

す
る
考
え
は
。

  

町　

長

町　

長  

⑴
①
事
務
職
で
は
、
正
職
員
と
フ
ル
タ

イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
年
収
の
差

は
大
卒
で
72
万
９
千
円
、
短
大
卒
で

41
万
４
千
円
、
高
卒
で
26
万
９
千
円
、

い
ず
れ
も
正
職
員
の
年
収
が
上
回
っ
て

い
る
。

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

と
と
の
差
は
大
卒
で
94
万
６
千
円
、
短

大

卒

で

63

万

１

千

円
、

高

卒

で

48
万
６
千
円
、
い
ず
れ
も
正
職
員
の
年

収
が
上
回
っ
て
い
る
。

　

有
資
格
者
の
う
ち
、
短
大
卒
の
保
育

士
で
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用

職
員
と
の
差
は
25
万
５
千
円
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
の
差
は

48
万
７
千
円
、
い
ず
れ
も
正
職
員
の
年

収
が
上
回
っ
て
い
る
。
短
大
卒
の
図
書

館
司
書
と
の
差
は
29
万
４
千
円
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
の
差

は
52
万
３
千
円
、
い
ず
れ
も
正
職
員
の

年
収
が
上
回
っ
て
い
る
。

　

大
卒
の
保
健
師
と
の
差
は
１
万
３
千

円
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職

員
と
の
差
は
30
万
２
千
円
、
い
ず
れ
も

正
職
員
の
年
収
が
上
回
っ
て
い
る
。

②
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
の
決
定

に
つ
い
て
は
、
業
務
の
内
容
や
必
要
と

な
る
知
識
な
ど
を
勘
案
す
る
と
と
も

に
、
給
料
の
１
時
間
当
た
り
の
単
価
と

年
収
額
が
制
度
移
行
前
の
水
準
を
下
回

ら
な
い
こ
と
、
職
種
間
の
均
衡
、
資
格

の
保
有
状
況
や
修
学
年
数
等
、
職
種
ご

と
の
給
料
の
下
限
と
上
限
の
設
定
な
ど

会
計
年
度
任
用
職
員
全
体
の
均
衡
が
図

ら
れ
る
よ
う
制
度
設
計
を
行
う
と
と
も

に
、
出
生
サ
ポ
ー
ト
休
暇
な
ど
の
創
設

や
共
済
保
険
の
適
用
範
囲
の
拡
大
な
ど

の
処
遇
改
善
を
適
宜
実
施
し
て
い
る
。　

　

勤
勉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
他

の
自
治
体
の
足
並
み
が
揃
わ
ず
、
支
給

の
内
容
が
十
分
把
握
で
き
て
い
な
い
こ

と
か
ら
、
今
後
、
詳
細
に
つ
い
て
の
情

報
収
集
を
行
い
、
適
切
に
対
応
し
て
い

き
た
い
。

⑵
養
育
費
の
確
保
を
支
援
す
る
取
組

は
、
地
域
間
で
差
異
が
生
じ
な
い
よ
う
、

本
来
、
国
の
責
任
に
お
い
て
実
施
す
る

べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
か

ら
、
町
と
し
て
果
た
す
べ
き
役
割
と
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
疑
問
に
思
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

町
と
し
て
は
、
引
き
続
き
ひ
と
り
親

家
庭
か
ら
の
相
談
を
受
け
る
中
で
、
必

要
に
応
じ
て
、
北
海
道
の
母
子
家
庭
等

就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
と
連
携
を

図
り
な
が
ら
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
に
対

す
る
支
援
に
努
め
て
い
く
。

⑶
貧
困
に
至
っ
た
原
因
や
そ
の
状
況
は

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
態
調

査
を
行
う
よ
り
も
、
相
談
し
た
い
と
き

に
気
軽
に
相
談
で
き
る
「
よ
ろ
ず
相
談

窓
口
」
に
お
い
て
一
人
ひ
と
り
の
実
態

を
正
確
に
把
握
し
、
必
要
な
支
援
に
つ

な
げ
て
い
く
こ
と
が
一
番
の
近
道
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

　

入
院
・
入
所
時
に
必
要
な
身
元
保
証

等
の
サ
ポ
ー
ト
を
は
じ
め
、
困
り
ご
と

に
関
す
る
相
談
な
ど
に
対
し
て
、
不
安

を
抱
え
る
相
談
者
に
寄
り
添
い
な
が

ら
、
一
人
ひ
と
り
の
状
況
に
応
じ
た
サ

ポ
ー
ト
に
努
め
る
と
と
も
に
、
必
要
に

応
じ
て
、
北
海
道
の
女
性
相
談
援
助
セ

ン
タ
ー
な
ど
専
門
機
関
と
連
携
を
図
り

な
が
ら
、
必
要
な
支
援
に
努
め
て
い
く
。

答問
一
人
ひ
と
り
の
状
況
に
応
じ
た
サ
ポ
ー
ト
に
努
め
た
い

女
性
の
経
済
的
自
立
に
向
け
た
支
援
を
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